
 

５月 教育長 教育行政報告 

 

令和７年 

４月２２日（火） 第７回甲賀市教育委員会委員協議会 

  ２３日（水）  あいの土山マラソン滋賀陸協・甲賀市陸協合同打合せ会 

２４日（木） 近畿都市教育長協議会定期総会（米原市） 

２５日（金） 近畿都市教育長協議会定期総会（米原市） 

２６日（土） 甲賀警察署少年補導員ならびに甲賀市少年補導委員功労者

表彰式  

２７日（日） 第３５回ねんりんピックびわこ・レイカディア県民大会 

瀧樹神社のケンケト踊り練習激励 

２９日（火） 高円宮賜杯第４５回全日本学童軟式野球大会滋賀県予選会

開会式（マクドナルドトーナメント） 

３０日（水） 甲賀市地域学校協働活動推進員委嘱状交付式 

５月 １日（木） 部長会議 

第１回総合計画本部会議 

３日（土） びわ湖国体開催記念・甲賀市長杯争奪・第４３回貴生川招

待少年サッカー大会 

瀧樹神社のケンケト踊り 

７日（水） 第２回学校経営等協議会 

第１回教科用図書第二採択地区代表協議会 

第１回教科用図書第二採択地区協議会 

８日（木） 第１回人事にかかる学校訪問（第１日） 

９日（金） 滋賀県学校給食会第１回通常理事会 

１０日（土） 紫香楽宮跡宮町史跡公園竣工式及び現地説明会 

ニンニン忍者親子デイキャンプ 

１２日（月） 第１回人事にかかる学校訪問（第２日） 

１３日（火） 第１回人事にかかる学校訪問（第３日） 

第１回いじめ問題対策委員会 

１４日（水） 第８回甲賀市教育委員会委員協議会 

 第２回校務運営等協議会 

１５日（木） 第７５回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 

川越大会（川越市） 

資料２ 



１６日（金） 第７５回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 

川越大会（川越市） 

１８日（日） わたＳＨＩＧＡ輝く国スポデモンストレーションスポーツ

カローリング競技 

一般社団法人甲賀市国際交流協会第４期定期総会 

１９日（月） 第１回人事にかかる学校訪問（第４日） 

近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会総会 

２０日（火） 第１回人事にかかる学校訪問（第５日） 

２１日（水） あいの土山マラソン主催・協賛企業訪問 

滋賀県へき地教育振興協議会第１回全体教育長会(zoom) 

２２日（木） 信楽地域再編校アクションプラン策定タスクフォース 

任命書交付式及び第１回全体会議 

滋賀県都市教育委員会連絡協議会定期総会・理事会・ 

協議会（草津市） 

２３日（金） わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ甲賀市実行委員会 

第３回総会 

２５日（日） わたＳＨＩＧＡ輝く障スポリハーサル大会第２４回全国 

障害者スポーツ大会リハーサル大会・フライングディス 

ク競技 

２６日（月） 第１回人事にかかる学校訪問（第６日） 

２７日（火） 第８回甲賀市教育委員会定例会 



令和７年第３回甲賀市議会定例会（６月）報告案件について 

※ 市議会報告前につき、取扱注意。 

 

１ 報告案件（教育委員会関係） 

（１）令和６年度甲賀市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について   

款 項 事業名 金額 翌年度繰越額 

土木費 都市計画費 国スポ・障スポ施設

整備事業 

40,880 千円 40,880 千円 

教育費 社会教育費 水口城跡環境整備

事業 

123,100 千円 123,100 千円 

紫香楽宮跡史跡整

備事業 

31,941 千円 31,941 千円 

保健体育費 東部学校給食セン

ター改修事業 

246,800 千円 199,302 千円 

計 442,721 千円 395,223 千円 
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社会教育施設（甲賀図書情報館、甲南情報交流センター等）の空調設備改修工事に 

伴う施設休館について 

 

甲賀図書情報館 

１．概要 

老朽化が進んでいる甲賀図書情報館の空調設備について、利用者の快適性と省エネル

ギー性能の向上を目的として、更新工事を実施いたします。それに伴い、施設全体を工

事期間中、閉館する必要があります。（総事業費：１億３,７１０万円、財源内訳：防災

対策事業債７５%） 

 

２．閉館期間（予定） 

令和７年９月上旬 ～ 令和８年２月末 

※工事の進捗状況により変更の可能性があります。 

 

３．工事の目的と内容 

・老朽化した空調設備の更新（約２５年使用） 

 ・高効率型空調設備の更新による省エネ化、関連する電気配線・ダクト 

の修繕による長寿命化を図る 

 ・利用者の安全確保の観点から工事期間中は全館閉館とする（書架全面養生） 

 

４．工事期間中の対応 

・予約受取窓口を設置し、貸出・返却の対応を行う。（新刊本や他館の本） 

 ・移動図書館車については継続し運用する。 

・おはなし会については、甲賀地域の別施設で実施する。 

 

５．周知方法 

・館内掲示、市広報紙 7/1 号、ホームページでの告知及び SNS での情報発信 

 

６．今後のスケジュール（予定） 

 ・契  約：令和７年７月中旬契約 

・工事期間：令和７年７月中旬～令和８年２月（※エアコン機器製作期間含む） 

・再 開 館：令和８年３月（予定） 

 

７．その他 

利用者・市民への影響を最小限に抑えるよう対応を徹底し、安全面・衛生面に最大限

配慮した工事運営を実施します。 

 



甲南情報交流センター等 

１．概要 

老朽化が進んでいる甲南情報交流センター・甲南公民館の空調設備について、利用者

の快適性と省エネルギー性能の向上を目的として、更新工事を実施いたします。それに

伴い、施設全体を工事期間中、閉館する必要があります。（総事業費：２億３,０００万

円、財源内訳：防災対策事業債７５%） 

 

２．閉館期間（予定） 

令和８年１月上旬 ～ 令和８年３月末 

※工事の進捗状況により変更の可能性があります。 

 

３．工事の目的と内容 

 ・老朽化した空調設備の更新（約２８年使用） 

 ・高効率型空調設備への更新による省エネ化、関連する電気配線・ダクトの修繕によ

る長寿命化を図る 

 ・利用者の安全確保の観点から工事期間中は全館閉館とする 

 

４．工事期間中の対応 

・他（ホール）施設等を案内し、利用いただく 

 ・工事が終了したら甲南公民館から、使用再開予定 

 

５．周知方法 

・館内掲示、市広報紙 11/1 号、ホームページでの告知及び SNS での情報発信 

 

６．今後のスケジュール（予定） 

 ・契  約：令和７年８月上旬仮契約、９月下旬本契約 

・工事期間：令和７年１０月～令和８年３月（※エアコン機器製作期間含む） 

・再 開 館：令和８年４月（予定） 

 

７．その他 

利用者・市民への影響を最小限に抑えるよう対応を徹底し、安全面・衛生面に最大限

配慮した工事運営を実施します。 

 空調設備の製作期間（納期）により、繰越し手続きが想定される。 

 

 



議案第４０号  

 臨時代理につき承認を求めることについて                  

 上記の議案を提出する。  

   令和７年５月２７日  

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  

資料６    



臨時代理につき承認を求めることについて  

甲賀市学校運営協議会委員の任命については、甲賀市教育委員会教育長に対する

事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４条の規定に基づき、

次のように臨時代理したから、同条の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

                                      

 

臨時代理第７号  

甲賀市学校運営協議会委員の任命について  

甲賀市学校運営協議会規則（令和２年教育委員会規則第９号）第７条の規定に基

づき、甲賀市学校運営協議会委員に別紙の者を任命することにつき、甲賀市教育委

員会教育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第

４条の規定に基づき臨時代理する。 

 

令和７年４月１日 

              甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  



臨時代理第７号別紙

氏名 備考

1 田中　清仁 地域住民

2 田中　芳夫 地域住民

3 増田　嘉也 地域住民

4 松井　英治 地域住民

5 森田　利美 地域住民

甲南第三小学校学校運営協議会

甲南第三小学校学校運営協議会

甲南第三小学校学校運営協議会

甲賀市学校運営協議会委員

（任期：令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで） 

委員の構成

甲南第三小学校学校運営協議会

甲南第三小学校学校運営協議会



○甲賀市学校運営協議会規則 

 

（委員の任命） 

第７条 協議会の委員は１５人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が

任命する。 

（１） 保護者 

（２） 地域住民 

（３） 対象学校の運営に資する活動を行う者 

（４） 学識経験者 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者 

２ 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命に

ついて、当該校長から意見を聴取するものとする。 

３ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員

を任命するものとする。 

４ 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。 



議案第４１号  

 臨時代理につき承認を求めることについて                  

 上記の議案を提出する。  

   令和７年５月２７日  

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿   

資料７     



臨時代理につき承認を求めることについて  

甲賀市学校運営協議会委員を解任することについては、甲賀市教育委員会教育長

に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４条の規定

に基づき、次のように臨時代理したから、同条の規定によりこれを報告し、承認を

求める。  

                                      

 

臨時代理第８号  

甲賀市学校運営協議会委員の解任について  

甲賀市学校運営協議会規則（令和２年教育委員会規則第９号）第１６条の規定に

基づき、甲賀市学校運営協議会委員の別紙の者を解任することにつき、甲賀市教育

委員会教育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）

第４条の規定に基づき、臨時代理する。 

 

令和７年４月２３日 

              甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  



臨時代理第８号別紙

氏名 備考

1 望田　清 油日小学校学校運営協議会

氏名 備考

1 黒川　紀男 土山中学校学校運営協議会

（解任日：令和７年４月２３日） 

委員の構成

甲賀市学校運営協議会委員

（解任日：令和７年４月２３日） 

委員の構成

（任期：令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで） 

（任期：令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで） 



○甲賀市学校運営協議会規則 

 

（委員の解任） 

第１６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委

員を解任することができる。 

（１） 本人から辞任の申出があったとき。 

（２） 前条の規定に反したとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。 

２ 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 



議案第４２号  

 臨時代理につき承認を求めることについて                  

 上記の議案を提出する。  

   令和７年５月２７日  

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  

資料８     



臨時代理につき承認を求めることについて  

甲賀市学校運営協議会委員の任命については、甲賀市教育委員会教育長に対する

事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４条の規定に基づき、

次のように臨時代理したから、同条の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

                                      

 

臨時代理第９号  

   甲賀市学校運営協議会委員の任命について  

甲賀市学校運営協議会規則（令和２年教育委員会規則第９号）第７条の規定に基

づき、甲賀市学校運営協議会委員に別紙の者を任命することにつき、甲賀市教育委

員会教育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第

４条の規定に基づき臨時代理する。 

 

令和７年４月２４日 

              甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  



臨時代理第９号別紙

氏名 備考

1 片岡　義博 油日小学校学校運営協議会 学識経験者

氏名 備考

1 小野　隆 伴谷小学校学校運営協議会 地域住民

2 宿谷　利彦 伴谷小学校学校運営協議会 地域住民

3 藤丸　智樹 土山小学校学校運営協議会 地域住民

4 久保　重徳 土山中学校学校運営協議会 地域住民

甲賀市学校運営協議会委員

（任期：令和７年４月２４日から令和８年３月３１日まで） 

委員の構成

（任期：令和７年４月２４日から令和９年３月３１日まで） 

委員の構成



○甲賀市学校運営協議会規則 

 

（委員の任命） 

第７条 協議会の委員は１５人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が

任命する。 

（１） 保護者 

（２） 地域住民 

（３） 対象学校の運営に資する活動を行う者 

（４） 学識経験者 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者 

２ 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命に

ついて、当該校長から意見を聴取するものとする。 

３ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員

を任命するものとする。 

４ 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。 



議案第４３号  

 臨時代理につき承認を求めることについて                  

 上記の議案を提出する。  

   令和７年５月２７日  

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿   

資料９     



臨時代理につき承認を求めることについて  

甲賀市学校運営協議会委員を解任することについては、甲賀市教育委員会教育長

に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４条の規定

に基づき、次のように臨時代理したから、同条の規定によりこれを報告し、承認を

求める。  

                                      

 

臨時代理第１０号  

   甲賀市学校運営協議会委員の解任について  

甲賀市学校運営協議会規則（令和２年教育委員会規則第９号）第１６条の規定に

基づき、甲賀市学校運営協議会委員の別紙の者を解任することにつき、甲賀市教育

委員会教育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）

第４条の規定に基づき、臨時代理する。 

 

令和７年４月３０日 

              甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  



臨時代理第１０号別紙

氏名 備考

1 望月　文衛 水口小学校学校運営協議会

氏名 備考

1 北田　千津子 甲南第三小学校学校運営協議会

（解任日：令和７年４月３０日） 

委員の構成

甲賀市学校運営協議会委員

（解任日：令和７年４月３０日） 

委員の構成

（任期：令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで） 

（任期：令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで） 



○甲賀市学校運営協議会規則 

 

（委員の解任） 

第１６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委

員を解任することができる。 

（１） 本人から辞任の申出があったとき。 

（２） 前条の規定に反したとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。 

２ 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 



議案第４４号  

 臨時代理につき承認を求めることについて                  

 上記の議案を提出する。  

   令和７年５月２７日  

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  

資料１０ 



   臨時代理につき承認を求めることについて  

甲賀市学校運営協議会委員の任命については、甲賀市教育委員会教育長に対する

事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第４条の規定に基づき、

次のように臨時代理したから、同条の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

                                      

 

臨時代理第１１号  

   甲賀市学校運営協議会委員の任命について  

甲賀市学校運営協議会規則（令和２年教育委員会規則第９号）第７条の規定に基

づき、甲賀市学校運営協議会委員に別紙の者を任命することにつき、甲賀市教育委

員会教育長に対する事務委任等規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第８号）第

４条の規定に基づき臨時代理する。 

 

令和７年５月１日 

              甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  



臨時代理第１1号別紙

氏名 備考

1 久保田　佳史 水口小学校学校運営協議会 地域住民

甲賀市学校運営協議会委員

（任期：令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで） 

委員の構成



○甲賀市学校運営協議会規則 

 

（委員の任命） 

第７条 協議会の委員は１５人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が

任命する。 

（１） 保護者 

（２） 地域住民 

（３） 対象学校の運営に資する活動を行う者 

（４） 学識経験者 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者 

２ 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命に

ついて、当該校長から意見を聴取するものとする。 

３ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員

を任命するものとする。 

４ 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。 



議案第４５号 

 令和７年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取

について 

 上記の議案を提出する。 

   令和７年５月２７日 

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿 

資料１１ 



令和７年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議案に係る教育委員会会の意

の意見聴取について 

 令和７年第３回甲賀市議会定例会（６月）に提出される議案のうち別紙の教育に

関する事務に係る議案への地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第２９条の規定に基づく意見について、異議のない旨甲賀市長に

答申することにつき、教育委員会の議決を求める。 



議案第４５号別紙１ 

※ 市議会提案前につき、取扱注意。 

令和７年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議案（教育委員会関係） 

 

１ 条例一部改正 

（１） 甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例の一部を改正する条例の制定について 

《甲賀市議会 議案第４８号》 

  甲賀市和太鼓音楽活動交流館の損害の賠償を判断する者を改めるため、条例の 

 一部を改正するもの。 

 ※詳細は「議案第４５号 別紙２参照」 

 

２ 補正予算案件 

（１）令和７年度甲賀市一般会計補正予算（第３号） 

≪甲賀市議会 議案第４９号≫ 

  （第１表）歳入 ７２２千円 歳出 ２０，９４８千円 

歳入 

国庫支出金 総務費国庫補助金（総務管理費国庫補助金） 2,674 千円 

 
新しい地方経済・生活環境創生交付金（第二

世代交付金） 
2,674 千円 

教育費国庫補助金（小学校費国庫補助金） △25,052 千円 

  学校施設環境改善交付金 △25,052 千円 

寄附金 教育費寄附金（小中学校費寄附金） 300 千円 

  教育振興寄附金 300 千円 

市債 教育債（学校教育施設等整備事業債） △1,500 千円 

  小学校施設空調設備整備事業 △1,500 千円 

教育債（公共施設等適正管理推進事業債） 24,300 千円 

  小学校施設整備事業 24,300 千円 

                             合計   722 千円  

 

 

 

 



歳出 

教育費 中学校費 300 千円 

  中学校管理費 中学校施設管理運営経費 300 千円 

 社会教育費 5,648 千円 

  文化財保護費 文化財保護推進事業 5,648 千円 

 保健体育費  15,000 千円 

  保健体育総務費 社会体育施設整備事業 15,000 千円 

                             合計  20,948千円 

 

 第３表 地方債補正 

（変更） 

起債の目的 
補正前 補正後 

限度額 限度額 

小学校施設空調設備整備事業 132,000 千円 130,500 千円 

小学校施設整備事業 1,129,200 千円 1,153,500 千円 

 

           



議案第４５号 別紙２  

 

議案第４８号 

甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年６月４日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例の一部を改正する条例  

甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例（平成１８年甲賀市条例第１９号）の一部を次

のように改正する。 

第１２条ただし書中「教育委員会」を「市長」に改める。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 



1/1 

議案第４８号参考資料 

甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例新旧対照表 

改正案 現行 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１２条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を汚損し、

破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を

賠償しなければならない。ただし、市長      が損害を賠償させるこ

とが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

第１２条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を汚損し、

破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を

賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させるこ

とが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 



議案第４６号  

 甲賀市学校運営協議会委員の任命について                  

 上記の議案を提出する。  

   令和７年５月２７日  

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  

資料１２ 



甲賀市学校運営協議会委員の任命について  

 甲賀市学校運営協議会規則（令和２年教育委員会規則第９号）第７条の規定に基

づき、甲賀市学校運営協議会委員の別紙の者を任命することにつき、教育委員会の

議決を求める。  



議案第４６号別紙

氏名 備考

1 黒川　廣幸 伴谷東小学校学校運営協議会 地域住民

2 林　恵美子 伴谷東小学校学校運営協議会 地域住民

甲賀市学校運営協議会委員

（任期：令和７年６月１日から令和９年３月３１日まで） 

委員の構成



○甲賀市学校運営協議会規則 

 

（委員の任命） 

第７条 協議会の委員は１５人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が

任命する。 

（１） 保護者 

（２） 地域住民 

（３） 対象学校の運営に資する活動を行う者 

（４） 学識経験者 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者 

２ 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命に

ついて、当該校長から意見を聴取するものとする。 

３ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員

を任命するものとする。 

４ 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。 



議案第４７号 

 甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について 

 上記の議案を提出する。 

   令和７年５月２７日 

甲賀市教育委員会教育長  立 岡 秀 寿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１３ 

６ １４ 



甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について 

甲賀市人権・同和教育推進員規則（平成１６年教育委員会規則第２８号）第４条

の規定に基づき、甲賀市人権・同和教育推進員に別紙の者を委嘱することにつき、

教育委員会の議決を求める。 



議案第４７号別紙 

 

甲賀市人権・同和教育推進員 

 

（任期：令和７年６月１日から令和９年３月３１日まで） 

 氏名 委員の構成 備考 

１ 藤村 一行 区及び自治会長の推薦 水口第１区 

２ 重盛 利章 区及び自治会長の推薦 水口第２区 

３ 神野 光恵 区及び自治会長の推薦 水口第３区 

４ 中村 優 区及び自治会長の推薦 水口第４区 

５ 岡 和美 区及び自治会長の推薦 水口第５区 

６ 中尾 和也 区及び自治会長の推薦 水口第６区 

７ 中西 高弘 区及び自治会長の推薦 水口第７区 

８ 𠮷村 悟 区及び自治会長の推薦 水口第８区 

９ 上山 悦男 区及び自治会長の推薦 水口第９区 

１０ 丸山 秀雄 区及び自治会長の推薦 南区 

１１ 福田 知一郎 区及び自治会長の推薦 水口第１０区 

１２ 中瀨 真一 区及び自治会長の推薦 水口第１１区 

１３ 新道 忠資 区及び自治会長の推薦 水口第１２区 

１４ 田代 悠 区及び自治会長の推薦 水口第１３区 

１５ 吉川 徹 区及び自治会長の推薦 水口第１４区 

１６ 山際 雅樹 区及び自治会長の推薦 水口第１５区 

１７ 服部 昭 区及び自治会長の推薦 水口第１６区 

１８ 田村 崇 区及び自治会長の推薦 水口第１６区 

１９ 野﨑 悟志 区及び自治会長の推薦 水口第１７区 

２０ 井上 正 区及び自治会長の推薦 城南区 

２１ 北村 正之 区及び自治会長の推薦 水口第１８区 

２２ 本坊 正博 区及び自治会長の推薦 水口第１８区 

２３ 武本 憲彦 区及び自治会長の推薦 水口第１９区 

２４ 木戸 伸雄 区及び自治会長の推薦 水口第２０区 



２５ 岡川 和夫 区及び自治会長の推薦 水口第２１区 

２６ 平元 一夫 区及び自治会長の推薦 水口第２２区 

２７ 吉久 義則 区及び自治会長の推薦 林口区 

２８ 伊藤 勲 区及び自治会長の推薦 名坂区 

２９ 平井 浩司 区及び自治会長の推薦 東名坂区 

３０ 高橋 直樹 区及び自治会長の推薦 東名坂区 

３１ 桒原 尚志 区及び自治会長の推薦 名坂堂山区 

３２ 小松 正人 区及び自治会長の推薦 名坂堂山区 

３３ 森島 正宣 区及び自治会長の推薦 朝日が丘区 

３４ 横川 正己 区及び自治会長の推薦 古城が丘区 

３５ 森 敏幸 区及び自治会長の推薦 東古城が丘区 

３６ 脇畑 武志 区及び自治会長の推薦 東古城が丘区 

３７ 水谷 守沖 区及び自治会長の推薦 古城が丘緑区 

３８ 松本 章人 区及び自治会長の推薦 松尾区 

３９ 藤井 律 区及び自治会長の推薦 松尾団地区 

４０ 山本 道治 区及び自治会長の推薦 松尾団地区 

４１ 森松 幸則 区及び自治会長の推薦 岡の郷区 

４２ 外山 信之 区及び自治会長の推薦 水口松尾台区 

４３ 宮䭜 直紀 区及び自治会長の推薦 水口松尾台区 

４４ 西浦 成夫 区及び自治会長の推薦 中畑区 

４５ 白川 美奈子 区及び自治会長の推薦 新城区 

４６ 北澤 洋 区及び自治会長の推薦 新城区 

４７ 吉倉 義行 区及び自治会長の推薦 城が丘区 

４８ 小松 康弘 区及び自治会長の推薦 城が丘区 

４９ 山本 茂樹 区及び自治会長の推薦 つつじが丘区 

５０ 菅沼 のり代 区及び自治会長の推薦 つつじが丘区 

５１ 速水 幸広 区及び自治会長の推薦 今郷区 

５２ 富田 之弘 区及び自治会長の推薦 嶬峨区 

５３ 大岡 繁市 区及び自治会長の推薦 和野区 



５４ 中島 康雄 区及び自治会長の推薦 和野区 

５５ 山中 孝二 区及び自治会長の推薦 八田区 

５６ 山中 計 区及び自治会長の推薦 八田区 

５７ 𠮷田 晃夫 区及び自治会長の推薦 春日区 

５８ 平林 進 区及び自治会長の推薦 春日区 

５９ 西田 政浩 区及び自治会長の推薦 春日区 

６０ 林田 昌典 区及び自治会長の推薦 下山区 

６１ 平田 久実 区及び自治会長の推薦 伴中山区 

６２ 齋藤 智生 区及び自治会長の推薦 伴中山区 

６３ 山澤 広和 区及び自治会長の推薦 山区 

６４ 小林 保 区及び自治会長の推薦 山区 

６５ 戸﨑 裕道 区及び自治会長の推薦 広野台東区 

６６ 大坂 健一 区及び自治会長の推薦 広野台東区 

６７ 林 康夫 区及び自治会長の推薦 広野台西区 

６８ 小泉 光浩 区及び自治会長の推薦 広野台西区 

６９ 林 恵美子 区及び自治会長の推薦 桜ケ丘区 

７０ 坂本 正太郎 区及び自治会長の推薦 第三水口台区 

７１ 藤川 五木 区及び自治会長の推薦 第三水口台区 

７２ 小原 知子 区及び自治会長の推薦 第三水口台区 

７３ 幸野 康司 区及び自治会長の推薦 第四水口台区 

７４ 上原 健司 区及び自治会長の推薦 第四水口台区 

７５ 吉田 正広 区及び自治会長の推薦 菅谷区 

７６ 藤木 久夫 区及び自治会長の推薦 菅谷区 

７７ 森口 史郎 区及び自治会長の推薦 泉区 

７８ 田代 勉 区及び自治会長の推薦 泉区 

７９ 小林 喜代次 区及び自治会長の推薦 酒人区 

８０ 西川 義雄 区及び自治会長の推薦 植区 

８１ 山田 賢二 区及び自治会長の推薦 宇田区 

８２ 田中 栄吾 区及び自治会長の推薦 北脇区 



８３ 林 長昭 区及び自治会長の推薦 北脇区 

８４ 谷本 裕司 区及び自治会長の推薦 山手区 

８５ 高岡 治 区及び自治会長の推薦 宮前区 

８６ 多賀 吉治 区及び自治会長の推薦 大法寺区 

８７ 籔 敬冶 区及び自治会長の推薦 大法寺区 

８８ 岡田 昌人 区及び自治会長の推薦 柏貴区 

８９ 三添 孝子 区及び自治会長の推薦 虫生野区 

９０ 横山 貴士 区及び自治会長の推薦 虫生野区 

９１ 鵜飼 清治 区及び自治会長の推薦 貴生川第１区 

９２ 山﨑 悟 区及び自治会長の推薦 貴生川第１区 

９３ 大野 結治 区及び自治会長の推薦 貴生川第１区 

９４ 庄司 征一 区及び自治会長の推薦 貴生川第２区 

９５ 西川 石雄 区及び自治会長の推薦 貴生川第２区 

９６ 丸山 義広 区及び自治会長の推薦 貴生川第３区 

９７ 相武 政直 区及び自治会長の推薦 西内貴区 

９８ 東 文三 区及び自治会長の推薦 西内貴区 

９９ 倉田 ゆかり 区及び自治会長の推薦 北内貴区 

１００ 鎌倉 康 区及び自治会長の推薦 宇川区 

１０１ 石川 百合子 区及び自治会長の推薦 宇川区 

１０２ 奥野   区及び自治会長の推薦 岩坂区 

１０３ 福澤 清雄 区及び自治会長の推薦 高山区 

１０４ 福本 春男 区及び自治会長の推薦 三大寺区 

１０５ 福本 誠史 区及び自治会長の推薦 三大寺区 

１０６ 田代 喜代司 区及び自治会長の推薦 三大寺区 

１０７ 廣岡 隆之 区及び自治会長の推薦 かふかの丘区 

１０８ 𠮷田 靖史 区及び自治会長の推薦 かふかの丘区 

１０９ 藤浦 毅 区及び自治会長の推薦 かふかの丘区 

１１０ 中 大造 区及び自治会長の推薦 三本柳区 

１１１ 浦山 喜明 区及び自治会長の推薦 牛飼区 



１１２ 木下 勉 区及び自治会長の推薦 牛飼区 

１１３ 山田 耕作 区及び自治会長の推薦 牛飼区 

１１４ 芥川 守男 区及び自治会長の推薦 杣中区 

１１５ 北村 寛之 区及び自治会長の推薦 山上区 

１１６ 中村 善𠮷 区及び自治会長の推薦 城内自治会 

１１７ 山口 利久 区及び自治会長の推薦 本丸自治会 

１１８ 川嶋 千亜紀 区及び自治会長の推薦 梅の木自治会 

１１９ 武澤 秀光 区及び自治会長の推薦 古城が丘団地自治会 

１２０ 森田 慎悟 区及び自治会長の推薦 あやの中央自治会 

１２１ 馬場 稔 区及び自治会長の推薦 秋葉北自治会 

１２２ 南 大介 区及び自治会長の推薦 車谷自治会自治会 

１２３ 山村 喜造 区及び自治会長の推薦 大河原１・２区 

１２４ 三上 豊貴 区及び自治会長の推薦 東野１・２区 

１２５ 岡田 正志 区及び自治会長の推薦 西野１・２区 

１２６ 杉本  区及び自治会長の推薦 黒滝区 

１２７ 安村 勝 区及び自治会長の推薦 上の平区 

１２８ 安村 富夫 区及び自治会長の推薦 中之組区 

１２９ 馬場 正光 区及び自治会長の推薦 川西区 

１３０ 林 初広 区及び自治会長の推薦 黒川市場区 

１３１ 中森 豊和 区及び自治会長の推薦 猪鼻区 

１３２ 林口 富雄 区及び自治会長の推薦 山中区 

１３３ 澤田 武文 区及び自治会長の推薦 笹路区 

１３４ 土山 定信 区及び自治会長の推薦 山女原区 

１３５ 黒川 靖 区及び自治会長の推薦 南東区 

１３６ 立岡 繁樹 区及び自治会長の推薦 南東区 

１３７ 岩室 銑吾 区及び自治会長の推薦 南中区 

１３８ 山際 忠男 区及び自治会長の推薦 南西区 

１３９ 立岡 比呂之 区及び自治会長の推薦 北東区 

１４０ 中田 雅之 区及び自治会長の推薦 北芝区 



１４１ 愛川 保 区及び自治会長の推薦 北芝区 

１４２ 立岡 洋祐 区及び自治会長の推薦 北中区 

１４３ 三日月 善行 区及び自治会長の推薦 北西区 

１４４ 服部 幸生 区及び自治会長の推薦 平子区 

１４５ 福井 喜伸 区及び自治会長の推薦 東瀬音区 

１４６ 立花 泰洋 区及び自治会長の推薦 西瀬音区 

１４７ 谷口 豊 区及び自治会長の推薦 青土区 

１４８ 岡室 重久 区及び自治会長の推薦 野上野区 

１４９ 高橋 良雄 区及び自治会長の推薦 大澤区 

１５０ 前田 三嗣 区及び自治会長の推薦 頓宮区 

１５１ 市田 功 区及び自治会長の推薦 前野区 

１５２ 中村 善一 区及び自治会長の推薦 市場区 

１５３ 中村 たけ志 区及び自治会長の推薦 徳原区 

１５４ 井上 雅之 区及び自治会長の推薦 三軒家区 

１５５ 柚口 秀夫 区及び自治会長の推薦 片山区 

１５６ 德田 耕治 区及び自治会長の推薦 今宿区 

１５７ 中邨 達弘 区及び自治会長の推薦 里区 

１５８ 柚口 拓治 区及び自治会長の推薦 新里区 

１５９ 山本 祥史 区及び自治会長の推薦 末田区 

１６０ 前田 廣治 区及び自治会長の推薦 寺前区 

１６１ 柚口 修 区及び自治会長の推薦 布引自治会 

１６２ 橋本 憲明 区及び自治会長の推薦 緑ヶ丘１・１自治会 

１６３ 河野 浩之 区及び自治会長の推薦 緑ヶ丘１・２自治会 

１６４ 藤田 知明 区及び自治会長の推薦 緑ヶ丘５自治会 

１６５ 奥村 秀雄 区及び自治会長の推薦 檪野区 

１６６ 竹中島 英樹 区及び自治会長の推薦 神区 

１６７ 福永 のり子 区及び自治会長の推薦 神区 

１６８ 森田 亨 区及び自治会長の推薦 大原上田区 

１６９ 大原 一之 区及び自治会長の推薦 大久保区 



１７０ 大川原 保 区及び自治会長の推薦 大原中区 

１７１ 田 聡子 区及び自治会長の推薦 大原中区 

１７２ 福井 靖 区及び自治会長の推薦 拝坂区 

１７３ 木村 惠子 区及び自治会長の推薦 拝坂区 

１７４ 田中 伸治 区及び自治会長の推薦 鳥居野区 

１７５ 奥村 智 区及び自治会長の推薦 鳥居野区 

１７６ 清水 知己 区及び自治会長の推薦 相模区 

１７７ 杉本 伊智子 区及び自治会長の推薦 相模区 

１７８ 本郷 嘉行 区及び自治会長の推薦 大原市場区 

１７９ 吉水 和枝 区及び自治会長の推薦 大原市場区 

１８０ 奥山 昭彦 区及び自治会長の推薦 高野区 

１８１ 瀬古 隆浩 区及び自治会長の推薦 高野区 

１８２ 瀬戸 靖二 区及び自治会長の推薦 油日区 

１８３ 阪口 智恵美 区及び自治会長の推薦 油日区 

１８４ 望田 清 区及び自治会長の推薦 上野区 

１８５ 澤 千加代 区及び自治会長の推薦 上野区 

１８６ 藤本 薫 区及び自治会長の推薦 鹿深台区 

１８７ 中本 繁親 区及び自治会長の推薦 鹿深台区 

１８８ 藤田 崇 区及び自治会長の推薦 田堵野区 

１８９ 嶋本 千里 区及び自治会長の推薦 田堵野区 

１９０ 藤田 康之 区及び自治会長の推薦 滝区 

１９１ 藪 育子 区及び自治会長の推薦 滝区 

１９２ 岡本 能成 区及び自治会長の推薦 毛枚区 

１９３ 奥田 幹史 区及び自治会長の推薦 和田区 

１９４ 清水 豊 区及び自治会長の推薦 高嶺区 

１９５ 藤原 慎太郎 区及び自治会長の推薦 五反田区 

１９６ 薄井 隆 区及び自治会長の推薦 小佐治区 

１９７ 藤田 みゆき 区及び自治会長の推薦 小佐治区 

１９８ 藤橋 利和 区及び自治会長の推薦 神保区 



１９９ 西山 治 区及び自治会長の推薦 隠岐区 

２００ 川嶋 芳雄 区及び自治会長の推薦 岩室区 

２０１ 西川 佐一郎 区及び自治会長の推薦 岩室区 

２０２ 神山 博幸 区及び自治会長の推薦 寺庄区 

２０３ 上野 耕一郎 区及び自治会長の推薦 寺庄区 

２０４ 中西 秀樹 区及び自治会長の推薦 寺庄区 

２０５ 倉田 啓介 区及び自治会長の推薦 葛木区 

２０６ 中嶋 喜裕 区及び自治会長の推薦 葛木区 

２０７ 山本 淳治 区及び自治会長の推薦 深川区 

２０８ 山本 隆 区及び自治会長の推薦 深川区 

２０９ 呉竹 弘一 区及び自治会長の推薦 深川市場区 

２１０ 松本 貴博 区及び自治会長の推薦 稗谷区 

２１１ 山岡 光広 区及び自治会長の推薦 森尻区 

２１２ 木下 達哉 区及び自治会長の推薦 宝木区 

２１３ 山田 孝治 区及び自治会長の推薦 池田区 

２１４ 太田 あゆ美 区及び自治会長の推薦 池田区 

２１５ 川北 夏實 区及び自治会長の推薦 池田団地区 

２１６ 中野 達也 区及び自治会長の推薦 池田団地区 

２１７ 前田 裕明 区及び自治会長の推薦 池田団地区 

２１８ 奥 俊幸 区及び自治会長の推薦 磯尾区 

２１９ 橘 三左雄 区及び自治会長の推薦 竜法師区 

２２０ 中谷 喜美子 区及び自治会長の推薦 竜法師区 

２２１ 中谷 久美子 区及び自治会長の推薦 竜法師区 

２２２ 藤川 清文 区及び自治会長の推薦 野尻区 

２２３ 松岡 丈夫 区及び自治会長の推薦 野尻区 

２２４ 小林 茂夫 区及び自治会長の推薦 野尻区 

２２５ 森島 武裕 区及び自治会長の推薦 野田区 

２２６ 森島 篤史 区及び自治会長の推薦 野田区 

２２７ 橋本 勇紀 区及び自治会長の推薦 野田区 



２２８ 神山 八郎 区及び自治会長の推薦 杉谷区 

２２９ 平井 裕一 区及び自治会長の推薦 杉谷区 

２３０ 土田 利昭 区及び自治会長の推薦 新治区 

２３１ 土田 恵子 区及び自治会長の推薦 新治区 

２３２ 達城 雄一 区及び自治会長の推薦 新治区 

２３３ 小谷 忠利 区及び自治会長の推薦 塩野区 

２３４ 飯田 恵美 区及び自治会長の推薦 市原区 

２３５ 渡辺 由里子 区及び自治会長の推薦 市原区 

２３６ 井澤 信行 区及び自治会長の推薦 柑子区 

２３７ 䭜 喜代司 区及び自治会長の推薦 柑子区 

２３８ 田中 秀樹 区及び自治会長の推薦 下野川区 

２３９ 西田 哲之 区及び自治会長の推薦 上野川区 

２４０ 山川 清治 区及び自治会長の推薦 下馬杉区 

２４１ 山本 𠮷広 区及び自治会長の推薦 上馬杉区 

２４２ 大治 繁樹 区及び自治会長の推薦 上馬杉区 

２４３ 井ノ口 豊美 区及び自治会長の推薦 上馬杉区 

２４４ 山北 龍 区及び自治会長の推薦 耕心区 

２４５ 河㞍 俊一 区及び自治会長の推薦 耕心区 

２４６ 松永 知久 区及び自治会長の推薦 ニューポリス区 

２４７ 正木 啓子 区及び自治会長の推薦 ニューポリス区 

２４８ 石野 昇 区及び自治会長の推薦 長野区 

２４９ 植西 匡子 区及び自治会長の推薦 長野区 

２５０ 髙﨑 登貴男 区及び自治会長の推薦 神山区 

２５１ 大塚 順子 区及び自治会長の推薦 神山区 

２５２ 藤田 浩二 区及び自治会長の推薦 江田区 

２５３ 大平 幸彦 区及び自治会長の推薦 田代区 

２５４ 上嶋 悦三 区及び自治会長の推薦 畑区 

２５５ 黄瀬 重義 区及び自治会長の推薦 宮町区 

２５６ 福山 繁八 区及び自治会長の推薦 黄瀬区 



２５７ 安田 浅明 区及び自治会長の推薦 黄瀬区 

２５８ 里見 博基 区及び自治会長の推薦 牧区 

２５９ 見 一 区及び自治会長の推薦 牧区 

２６０ 中西 良二 区及び自治会長の推薦 丸岡区 

２６１ 䭜本 ひろみ 区及び自治会長の推薦 西区 

２６２ 上田 雅子 区及び自治会長の推薦 柞原区 

２６３ 青木 敦子 区及び自治会長の推薦 中野区 

２６４ 南部 治美 区及び自治会長の推薦 杉山区 

２６５ 杉本 清彦 区及び自治会長の推薦 小川区 

２６６ 杉本 晃 区及び自治会長の推薦 小川出区 

２６７ 䭜本 仁士 区及び自治会長の推薦 上朝宮区 

２６８ 杉本 裕美 区及び自治会長の推薦 上朝宮区 

２６９ 森上 裕美子 区及び自治会長の推薦 下朝宮区 

２７０ 小山 茂樹 区及び自治会長の推薦 宮尻区 

２７１ 髙畑 秀司 区及び自治会長の推薦 多羅尾区 

２７２ 大原 崇彦 区及び自治会長の推薦 多羅尾区 

 



【参考資料】

甲賀市人権・同和教育推進員規則

（委嘱）

第４条 推進員の委嘱は、各区及び自治会長の推薦に基づき教育委員会が行う。


